
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  保育料の減免の決定 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

 蓮田市保育園設置及び管理条例第６条ただし書 

 蓮田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する

規則第４条第１項 

審
査
基
準 

☑ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ☑ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

 別紙のとおり 

審 査 基 準 

設定年月日 
令和８年４月９日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

☑ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（１５日） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
令和８年４月９日 

標準処理期間

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署 生涯学習部保育課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 



別紙 

保育料減免基準 

 

区

分 

減免事由 減免後の保育料の額 減免期間 

１ 満３歳未満保育認定子どもの属する世帯が居住

する家屋等が火災､風水害､震災その他これに類

する災害により損害を受けたとき。 

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる

係数を乗じ、１０円未満を切り捨てた額 

①…全額免除 

②…５０％減額 

③…３０％減額 

減免事由の生じた

日の属する月の翌

月から、６月（水損

（床下浸水を除

く。）の場合にあっ

ては、３月） 

 

被害の程度 係数 

全焼又は全壊のとき ０％ 

半焼又は半壊のとき ５０％ 

水損（床下浸水を除く。）のとき ７０％ 

２ 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付

認定保護者が属する世帯の生計中心者で、保育

料の算定に係る者が失業（自己都合退職を除

く。）、事業の倒産又は長期の治療を要する傷

病（概ね３月以上の治療を要する医師の診断書

がある場合に限る。）にかかり、当該世帯の当

該減免期間中の収入見込み額の階層区分の認定

の基礎となった収入を１２で除し当該減免期間

の月数を乗じて得た額に対する割合（以下この

項において「減少割合」という。）が１００分

の７０以下となったとき。 

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる

係数を乗じ、１０円未満を切り捨てた額 

減免事由の生じた

日の属する月の翌

月から、３月以内

（市長が特に必要

と認める場合は６

月を限度として市

長が定める期間） 

減少割合 係数 

１００分の３０以下 ２０％ 

１００分の３０を超え、１００分の４０以下 ３５％ 

１００分の４０を超え、１００分の５０以下 ４５％ 

１００分の５０を超え、１００分の６０以下 ５５％ 

１００分の６０を超え、１００分の７０以下 ６５％ 

３ その他市長が特別の事情があると認めたとき。 市長が適当と認める額 市長が適当と認め

る期間 

 


